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【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
内
部
統
制
報
告
書
に
お
い
て
、重
要
な

事
業
拠
点
の
選
定
指
標
と
そ
の
一
定
割

合
、企
業
の
事
業
目
的
に
大
き
く
関
わ

る
勘
定
科
目
、個
別
に
評
価
対
象
に
追

加
し
た
事
業
拠
点
や
業
務
プ
ロ
セ
ス
に

つ
い
て
、決
定
の
判
断
事
由
を
含
め
て

記
載
す
る
こ
と
が
適
切
。

●	

経
営
者
に
よ
る
内
部
統
制
の
評
価
範
囲

の
決
定
方
法
に
関
す
る
内
部
統
制
報
告

書
利
用
者
の
理
解
に
資
す
る
よ
う
、内

部
統
制
報
告
書
に
お
け
る
記
載
の
充
実

が
望
ま
れ
る
。

は
じ
め
に

財
務
報
告
に
係
る
内
部
統
制
は
、
投
資

者
や
利
害
関
係
者
に
対
す
る
財
務
報
告
の

信
頼
性
確
保
の
基
盤
で
あ
り
、
上
場
会
社

を
対
象
に
財
務
報
告
に
係
る
内
部
統
制
の

経
営
者
に
よ
る
評
価
と
公
認
会
計
士
等
に

よ
る
監
査
を
実
施
す
る
内
部
統
制
報
告
制

度
は
、
２
０
０
８
年
4
月
の
適
用
開
始
以

降
、
財
務
報
告
の
信
頼
性
の
向
上
に
一
定

の
効
果
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方

で
、
経
営
者
に
よ
る
内
部
統
制
の
評
価
範

囲
外
か
ら
の
開
示
す
べ
き
重
要
な
不
備
の

発
生
や
訂
正
内
部
統
制
報
告
書
に
お
け
る

訂
正
理
由
の
不
十
分
な
開
示
な
ど
、
内
部

統
制
報
告
制
度
の
実
効
性
に
関
す
る
懸
念

が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

２
０
２
３
年
4
月
に
公
表
さ
れ
た「
財

務
報
告
に
係
る
内
部
統
制
の
評
価
及
び
監

査
の
基
準
並
び
に
財
務
報
告
に
係
る
内
部

統
制
の
評
価
及
び
監
査
に
関
す
る
実
施
基

準
の
改
訂
に
つ
い
て（
意
見
書
）」（
以
下
、

「
意
見
書
」と
い
う
）で
は
、
経
営
者
が
内

部
統
制
の
評
価
範
囲
を
決
定
す
る
に
あ

た
っ
て
、
財
務
報
告
の
信
頼
性
に
及
ぼ
す

影
響
の
重
要
性
を
考
慮
す
る
必
要
性
を
強

調
す
る
と
と
も
に
、
内
部
統
制
報
告
書
に

記
載
す
べ
き
事
項
を
明
示
し
、
さ
ら
に
決

定
の
判
断
事
由
を
記
載
す
る
こ
と
が
適
切

と
す
る
こ
と
で
、
開
示
の
拡
充
に
よ
る
透

明
性
と
実
効
性
を
高
め
る
た
め
の
見
直

し
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
内
部
統
制
報

告
書
の
記
載
内
容
は
各
企
業
の
状
況
に

応
じ
て
記
載
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

２
０
２
３
年
8
月
に
改
訂
さ
れ
た「
内
部

統
制
報
告
制
度
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
」で
は
、

内
部
統
制
報
告
書
の
記
載
内
容
の
例
示
が

削
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
従
来

の
形
式
的
な
記
載
か
ら
、
よ
り
具
体
的
か

つ
利
用
者
に
と
っ
て
有
用
な
情
報
提
供
が

求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

本
章
で
は
、
２
０
２
４
年
4
月
1
日
以

後
開
始
す
る
事
業
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
る

「
財
務
報
告
に
係
る
内
部
統
制
の
評
価
及

び
監
査
の
基
準
」な
ら
び
に「
財
務
報
告
に

係
る
内
部
統
制
の
評
価
及
び
監
査
に
関
す

る
実
施
基
準
」（
以
下
、「
内
部
統
制
基
準
・

実
施
基
準
」と
い
う
）で
要
求
さ
れ
る
内
部

統
制
報
告
書
で
の
評
価
範
囲
に
関
す
る
記

載
内
容（
図
表
1
参
照
）と
、
実
務
上
の
留

意
点
に
つ
い
て
、
日
経
２
２
５
銘
柄
の
上

場
会
社（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
登
録
企
業
を
除
く
）の
う

ち
２
０
２
５
年
9
月
末
ま
で
に
内
部
統
制

報
告
書
を
提
出
し
た
１
７
７
社
の
分
析
に

基
づ
く
開
示
事
例
を
交
え
な
が
ら
解
説
す

る
。
な
お
、
本
章
に
お
け
る
意
見
に
係
る

部
分
に
つ
い
て
は
、
執
筆
者
の
私
見
に
基

づ
く
も
の
で
あ
り
、
執
筆
者
が
所
属
す
る

法
人
の
公
式
見
解
で
は
な
い
こ
と
を
お
断

り
す
る
。

改
訂
内
部
統
制
基
準
等
や
開
示
事
例
を
踏
ま
え
た

内
部
統
制
報
告
書
の
開
示
に

係
る
実
務
上
の
ポ
イ
ン
ト
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